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(57)【要約】
【課題】建物において室内からの眺望を良くする。
【解決手段】天井面４から下がり壁６を垂下させ、該下
がり壁６の下方に窓枠２と障子３とを設け、天井梁５は
、室外側Ｂであって前記下がり壁６と離間した位置に設
ける。そして、該窓枠２の上縁を構成する部材（つまり
、上枠２ａ）や障子３の上縁を構成する部材（つまり、
上框３ａ）は、前記天井梁５の下面５ａよりも略高くな
る位置に配置する。これにより、前記窓枠２や前記障子
３を前記天井梁５の下方空間に配置する場合に比べて、
前記上枠２ａや前記上框３ａの位置を高くして前記障子
３のガラス部分（透明パネル部材）３ｅの高さ寸法を増
加させることができ、その結果、室内からの眺望を良く
することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　額縁状に形成された窓枠と、該窓枠に嵌め込まれて室内と室外とを仕切るように配置さ
れる障子と、を備えた、建物の窓部構造において、
　前記障子の室外側に室外側天井面が配置され、
　該室外側天井面に沿うように室外側天井梁が配置され、
　前記窓枠の上縁部を構成する部材を“上枠”とし、前記障子の上縁部を構成する部材で
あって前記上枠に対向する位置に配置される部材を“上框”とした場合に、該上枠及び該
上框と前記室外側天井梁とは、略水平方向に所定距離だけ離間した状態で略平行となるよ
うに配置され、かつ、前記上枠及び前記上框が前記室外側天井梁の下面よりも略高くなる
ように配置された、
　ことを特徴とする、建物の窓部構造。
【請求項２】
　前記上框の下縁が前記室外側天井梁の下面と略同じ高さである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の、建物の窓部構造。
【請求項３】
　前記上枠は、前記室外側天井面から垂下された壁部材（以下、“下がり壁”とする）に
より支持されてなる、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の、建物の窓部構造。
【請求項４】
　前記下がり壁は、前記室外側天井梁との間に隙間を形成するように配置され、
　前記障子を室外側から略覆うことができる第１位置と、前記隙間に収納される第２位置
とに移動可能な遮光部材、を備えた、
　ことを特徴とする請求項３に記載の、建物の窓部構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、額縁状に形成された窓枠と、該窓枠に嵌め込まれた障子と、を備えた、建物
の窓部構造に係り、詳しくは、該窓枠及び該障子の配置位置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物の窓部構造については種々のものが提案されている（例えば、特許文献１参
照）。
【０００３】
　図５は、従来の建物の窓部構造の一例を示す断面図であり、符号１０２は、額縁状に形
成された窓枠を示し、符号１０３は、該窓枠１０２に嵌め込まれた障子を示し、符号１０
５は、室内Ａと室外Ｂとの間に配置された天井梁を示す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３４６６７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、図５に示す構造のものでは、前記障子１０３の上方には天井梁１０５が
配置されているため、該障子１０３の高さが該天井梁１０５によって制限されてしまい、
その分、室内側Ａからの室外の眺望が阻害されてしまうという問題があった。
【０００６】
　なお、前記障子１０３の高さ寸法を大きく取るために前記天井梁１０５の一部（下面部
分）を切り欠くことも考えられるが、該天井梁１０５の一部を切り欠くことは該天井梁１
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０５の強度（曲げ剛性）を低下させることとなり、現実的では無かった。
【０００７】
　本発明は、上述の問題を解消することのできる、建物の窓部構造を提供することを目的
とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に係る発明は、図１(a) (b) 及び図２に例示するものであって、額縁状に形成
された窓枠（２）と、該窓枠（２）に嵌め込まれて室内（Ａ）と室外（Ｂ）とを仕切るよ
うに配置される障子（３）と、を備えた、建物の窓部構造（１）において、
　前記障子（３）の室外（Ｂ）側に室外側天井面（４）が配置され、
　該室外側天井面（４）に沿うように室外側天井梁（５）が配置され、
　前記窓枠（２）の上縁部を構成する部材（２ａ）を“上枠”とし、前記障子（３）の上
縁部を構成する部材であって前記上枠（２ａ）に対向する位置に配置される部材（３ａ）
を“上框”とした場合に、該上枠（２ａ）及び該上框（３ａ）と前記室外側天井梁（５）
とは、略水平方向に所定距離だけ離間した状態で略平行となるように配置され、かつ、前
記上枠（２ａ）及び前記上框（３ａ）が前記室外側天井梁（５）の下面（５ａ）よりも略
高くなるように配置されたことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明において、前記上框（３ａ）の下縁が前記
室外側天井梁（５）の下面（５ａ）と略同じ高さであることを特徴とする。
【００１０】
　請求項３に係る発明は、請求項１又は２に係る発明において、前記上枠（２ａ）は、前
記室外側天井面（４）から垂下された壁部材（以下、“下がり壁”とする）（６）により
支持されてなることを特徴とする。
【００１１】
　請求項４に係る発明は、図１(a) に例示するものであって、請求項３に記載の発明にお
いて、前記下がり壁（６）は、前記室外側天井梁（５）との間に隙間（Ｃ）を形成するよ
うに配置され、
　前記障子（３）を室外側から略覆うことができる第１位置（図４(a) の符号７Ａ参照）
と、前記隙間（Ｃ）に収納される第２位置（図４(b) の符号７Ｂ参照）とに移動可能な遮
光部材（７）、を備えたことを特徴とする。
【００１２】
　なお、括弧内の番号などは、図面における対応する要素を示す便宜的なものであり、従
って、本記述は図面上の記載に限定拘束されるものではない。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１及び３に係る発明によれば、前記上枠及び前記上框は、前記室外側天井梁から
略水平に所定距離だけ離間した位置であって、該天井梁の下面よりも略高い位置に配置さ
れているので、前記上枠及び前記上框を前記天井梁の下方空間に配置した場合に比べて前
記パネル部材の高さ寸法を大きく取って室内側からの眺望を良くすることができ、室内の
開放感を向上させることが出来る。
【００１４】
　請求項２に係る発明によれば、室内側から前記透明パネル部材を介して前記室外側天井
梁の側面を視認しにくくすることができ、該側面を前記室内側から視認してしまうことに
よる圧迫感を軽減することができる。
【００１５】
　請求項４に係る発明によれば、前記遮光部材を前記第１位置にした場合には太陽光の室
内への侵入を遮ることができる。また、該遮光部材を使用しない場合は前記隙間に収納し
、該遮光部材が前記室内側から視認されないようにして、室内の開放感を向上させること
ができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１(a) は、本発明に係る建物の窓部構造の一例を示す断面図であり、同図(b) 
は、そのＤ－Ｄ矢視断面図である。
【図２】図２は、窓部構造の一例を示す分解斜視図である。
【図３】図３は、本発明を適用した建物の構造の一例を示す平面図である。
【図４】図４(a) は、障子に沿うように遮光部材が配置された様子の一例を示す断面図で
あり、同図(b) は、該遮光部材を収納した様子の一例を示す断面図である。
【図５】図５は、従来の建物の窓部構造の一例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図１乃至図４に沿って、本発明の実施の形態について説明する。
【００１８】
　本発明に係る建物の窓部構造は、図１(a) (b) に符号１で例示するものであって、
・　額縁状に形成された窓枠２と、
・　該窓枠２に嵌め込まれて室内Ａと室外Ｂとを仕切るように配置される障子３と、
を備えている。そして、前記窓枠２は、図２に詳示するように、
・　該窓枠２の上縁部を構成する部材である上枠２ａと、
・　該窓枠２の下縁部を構成する部材である下枠２ｂと、
・　該窓枠２の左右の縁部を構成する部材を構成する部材である左右の竪枠２ｃ，２ｄと
、
により額縁状に形成されている。また、前記障子３は、
・　ガラスパネル等で形成された略矩形の透明パネル部材３ｅと、
・　該パネル部材３ｅの上側に配置されて前記障子３の上縁部を構成する部材である上框
３ａと、
・　前記パネル部材３ｅの下側に配置されて前記障子３の下縁部を構成する部材である下
框３ｂと、
・　前記パネル部材３の左右に配置される左右の竪框３ｃ，３ｄと、
により構成されている。したがって、前記上框３ａは前記上枠２ａに対向する位置に配置
され、前記下框３ｂは前記下枠２ｂに対向する位置に配置されることとなる。
【００１９】
　さらに、前記障子３の室内側Ａだけでなく室外側Ｂにも天井面（図１(a) の符号４参照
。以下、“室外側天井面”とする）が配置されており、該室外側Ｂにおいては該室外側天
井面４に沿うように天井梁（以下、“室外側天井梁”とする）５が配置されている。
【００２０】
　そして、前記上枠２ａと前記室外側天井梁５とは、略水平方向に所定距離だけ離間した
状態で略平行となるように配置され、かつ、前記上枠２ａが前記室外側天井梁５の下面５
ａよりも略高くなるように（つまり、前記上枠２ａが前記室外側天井梁５の下面５ａより
高いか、ほぼ同じ高さとなるように）配置されている。また、前記上框３ａと前記室外側
天井梁５とは、略水平方向に所定距離だけ離間した状態で略平行となるように配置され（
図３参照）、かつ、前記上框３ａが前記室外側天井梁５の下面５ａよりも略高くなるよう
に（つまり、前記上框３ａが前記室外側天井梁５の下面５ａより高いか、ほぼ同じ高さと
なるように）配置されている。
【００２１】
　本発明によれば、前記上枠２ａ及び前記上框３ａは、前記室外側天井梁５から略水平に
所定距離だけ離間した位置であって、該天井梁５の下面５ａよりも略高い位置に配置され
ているので、前記上枠２ａ及び前記上框３ａを前記天井梁５の下方空間に配置した場合に
比べて前記パネル部材３ｅの高さ寸法を大きく取って室内側Ａからの眺望を良くすること
ができ、室内の開放感を向上させることが出来る。また、前記天井梁５は室内側Ａにでは
なく室外側Ｂに配置されているので、室内を狭くすることも無い。
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【００２２】
　この場合、前記上框３ａの下縁が前記室外側天井梁５の下面５ａと略同じ高さであるよ
うにすると良い。そのようにした場合には、室内側Ａから前記透明パネル部材３ｅを介し
て前記室外側天井梁５の側面（図１(a) の符号５ｂ参照）を視認しにくくすることができ
、該側面５ｂを前記室内側Ａから視認してしまうことによる圧迫感を軽減することができ
る。
【００２３】
　一方、前記上枠２ａは、前記室外側天井面４から垂下された壁部材（以下、“下がり壁
”とする）６により支持するようにすると良い。
【００２４】
　また、該下がり壁６は、前記室外側天井梁５の側面５ｂから離間した位置に配置して該
室外側天井梁５との間に隙間Ｃを形成するようにすると良い。さらに、前記障子３の室外
側Ａには、
・　該障子３を室外側Ａから略覆うことができる第１位置７Ａと、
・　前記隙間Ｃに収納される第２位置７Ｂと、
に移動可能な遮光部材７を配置しておくと良い。該遮光部材７を前記第１位置７Ａにした
場合には太陽光の室内への侵入を遮ることができる。また、該遮光部材７を使用しない場
合は前記隙間Ｃに収納し、該遮光部材７が前記室内側Ａから視認されないようにして、室
内の開放感を向上させることができる。なお、前記遮光部材７としては、
・　ロールカーテンや、
・　つる性植物の登攀用ネット（例えば、杉田エース株式会社製の「緑のロールカーテン
」）
などを挙げることが出来る。
【符号の説明】
【００２５】
　　１　　　　　　　　　窓部構造
　　２　　　　　　　　　窓枠
　　２ａ　　　　　　　　上枠
　　３　　　　　　　　　障子
　　３ａ　　　　　　　　上框
　　４　　　　　　　　　室外側天井面
　　５　　　　　　　　　室外側天井梁
　　５ａ　　　　　　　　室外側天井梁の下面
　　６　　　　　　　　　下がり壁
　　７　　　　　　　　　遮光部材
　　７Ａ　　　　　　　　第１位置
　　７Ｂ　　　　　　　　第２位置
　　Ａ　　　　　　　　　室内
　　Ｂ　　　　　　　　　室外
　　Ｃ　　　　　　　　　隙間
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